１．市町村合併に伴う市町村社協合併根拠
≪社会福祉法第１０９条≫
1 市区町村社会福祉協議会は、１または同一都道府県・指定都市内の２以上の市区町村の区域で必要な要件を満たして事業を実施すること。
　⇒市区町村行政が合併すれば、すみやかに社協も合併する必要に迫られることになる。
⇒市町村社協は、ひとつの市町村を単位としてそれぞれ設置される。同一県内のふたつ以上の

市町村の区域を単位として事業を行う方が効率的な運営が見込める場合は、ふたつ以上の市

町村を範囲とする社会福祉協議会を設置できる。

②　①の区域内における社会福祉事業等を経営する者の過半数が参加する。

　⇒社協は、区域内の社会福祉事業者・ボランティアの連携・共同を促す目的で設置される組織であり、各区域内に1ヶ所のみ設立できる。

≪「市町村の合併の特例に関する法律」（平成17年3月31日までの時限法）の第16条8項≫
　⇒「市町村の合併を円滑にする」から「自主的な市町村の合併を推進する」と国の推進姿勢を

より明確化にした。
　社協の合併は、法人組織としては似ていても個々の事業内容は実施の有無や範囲に隔たりがあり、地域住民が運営に参加することを原則としている組織であるがための仕組みも様々である。このような事業内容の調整をどの段階で誰がどのように行うかが、合併準備において重要なポイントとなる。
　社協が法人合併する際の準備段階で、「社協合併協議会（仮称）」を当該市町村社協が合同で組織し、合併に向けた様々な検討を主体的に重ねることが必要である。その必要性の根拠は、

　ア　社会福祉法第52条（＝「合併により社会福祉法人を設立する場合においては、定款の作成その他社会福祉法人の設立に関する事務は、各社会福祉法人において選任した者が共同して行わなければならない」）の具体化

　イ　社協の主体性の保持と行政の「法定合併協議会」との関係性の明確化

　ウ　社協組織・事業・財政などの課題を対等に協議・相談できる場づくり

などである。

２．社協合併法規
社会福祉法
（合併）
第４８条　社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。
（合併手続き）
第４９条　社会福祉法人が合併するには、理事の３分の２以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決がなければならない。
２　合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
３　第３１条第４項の規定は合併の認可の申請に、第３２条の規定は合併の認可にそれぞれ準用する。
	第３１条Ⅳ　略
第３２条　所轄庁は、前条代１項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第２５条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続きが、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
※所轄庁…三重県知事（申請窓口：三重県健康福祉部地域福祉チーム）


第５０条　社会福祉法人は、前条第２項に規定する所轄庁の認可があったときは、その認可の通知のあった日から２週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
２　社会福祉法人は、前項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、２月を下ることができない。
第５１条　債権者が、前条第２項の期間内に合併に対して異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。
２　債権者が異議を述べたときは、社会福祉法人は、これに弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併してもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第５２条　合併により社会福祉法人を設立する場合においては、定款の作成その他社会福祉法人の設立に関する事務は、各社会福祉法人において選任した者が共同して行わなければならない。
（合併の効果）
第５３条　合併後存続する社会福祉法人又は合併によって設立した社会福祉法人は、合併によって消滅した社会福祉法人の一切の権利義務（当該社会福祉法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。）を承継する。
（合併の時期）
第５４条　社会福祉法人の合併は、合併後存続する社会福祉法人又は合併によって設立する社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによって、その効力を生ずる。
社会福祉法施行規則
（合併認可申請手続）
第６条　法人は、法第４９条第２項の規定により、合併の認可を受けようとするときは、合併の理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。
（１）法第４９条第1項の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類
（２）合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款
（３）合併する各法人に係る次の書類
　　イ　財産目録及び貸借対照表
　　ロ　負債があるときは、その負債を証明する書類
（４）合併後存続する法人又は合併により設立する法人に係る次の書類
　　イ　財産目録
　　ロ　合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書
　　ハ　役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書（合併後存続する法人については、引き続き役員となる者の就任承諾書を除く。）
　　二　各役員となるべき者について、他の役員となるべき者のうちに、その者と婚姻関係又は三親等以内の親族関係にある者がいるときは、その氏名及びその者との続柄を記載した書類
（５）法第５２条の場合においては、設立の事務を行う者が同条の規定により選任された者であることを証明する書類
　
２　第2条第3項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。
	　※第2条Ⅲ　所轄庁は、前２項に規定するもののほか、不動産の価格評価書その他必要な書類の提出を求めることができる。
※第2条Ⅴ　第1項の認可申請書類には、副本１通（法第３０条第２項の法人にあっては、副本２通）を添付しなければならない。
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